
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年７月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 平成２４年９月２２日 ０７時０９分ごろ 

発生場所 北海道岩内
いわない

町岩内港南西方沖 

 岩内港西防波堤灯台から真方位２４０°８.３海里付近 

 （概位 北緯４２°５５.６′ 東経１４０°２０.９′） 

事故調査の経過  平成２４年９月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第三十八信
しん

修
しゅう

丸、１４トン 

 ＨＫ２－１９５８９（漁船登録番号）、有限会社丸祥祥栄漁業 

 １７.５５ｍ（Lr）×４.４４ｍ×１.４２ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数９０、昭和６０年６月２８日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６１歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録 日 平成元年１１月２日 

  免許証交付日 平成２１年１月２０日 

         （平成２６年１１月１日まで有効） 

甲板員Ａ 男性 ６９歳 

 死傷者等 死亡 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、船長、甲板員Ａ及び甲板員Ｂが乗り組み、岩内港南西方沖

に設置されたさけ定置網の型枠内に入って揚網作業を行い、機関を後

進にかけてたまりと呼称される魚捕り部が船体中央部に位置するよう

に移動して魚倉に漁獲物を取り込んだのち、型枠から出るため、機関

を前進にかけて発進したところ、甲板上にコイルされていた型枠を構

成するわたりと呼称されるロープ（以下「本件ロープ」という。）が

繰り出されて甲板員Ａの足に絡み、平成２４年９月２２日０７時０９

分ごろ、甲板員Ａは、本件ロープに引かれて船体ほぼ中央部の右舷側

ブルワークを越えて落水した。 

 船長及び甲板員Ｂは、海面を探し、本件ロープを手繰り寄せたが、

甲板員Ａは見付からなかった。 

 甲板員Ａは、僚船、海上保安庁の航空機及び巡視船艇による捜索が
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行われたが発見されず、行方不明となり、後日、死亡届によって除籍

された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ４ 

海象：波高 約１ｍ、潮流 北東流約１ノット、水温 約２７℃ 

 その他の事項 

 

 本船は、船首部に操舵室を設けていた。 

 船長は、本事故発生時、操舵室後ろ側の右舷甲板上でリモートコン

トロールによって操船を、甲板員Ｂは、船尾で周囲の監視をそれぞれ

行い、甲板員Ａは、船体ほぼ中央部右舷側でロープ作業をしていた。 

 甲板員Ｂは、甲板員Ａが落水する時、甲板員Ａの片足に２重ないし

３重に巻き付いている本件ロープを目撃した。 

 甲板員Ｂは、甲板員Ａの片足に本件ロープが絡み、甲板員Ａがブル

ワークから落水しそうになっていることに気付き、船体ほぼ中央部右

舷側に急行し、本件ロープをつかんで甲板員Ａの落水を阻止しようと

したが、繰り出されるロープの勢いに対抗できなかった。 

 本件ロープは、直径約１２mm、長さ約３０ｍの合成繊維製ロープで

あった。 

 甲板員Ａは、さけ定置網漁業に約５年間従事していた。 

 甲板員Ａは、Ｔシャツ、合羽の上下及びゴム手袋を着用し、ゴム長

靴を履いており、通常、合羽の下に救命胴衣を着用していた。 

 船長は、救命胴衣を着用するように注意しており、甲板員Ａが救命

胴衣を合羽の下に着用しているものと思っていた。 

 甲板員Ａは、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 甲板員Ａは、行方不明となり、後日、死亡届によって除籍された。 

 本船は、岩内港南西方沖に設置されたさけ定置網の型枠内に入って

の揚網作業終了後、型枠から出ようとして機関を前進にかけて発進し

たところ、甲板上にコイルされていた本件ロープが繰り出されて甲板

員Ａの足に絡んだことから、甲板員Ａが、本件ロープに引かれて落水

し、行方不明になったものと考えられる。 

 甲板員Ａは、落水して行方不明になったものと考えられるが、行方

不明に至った状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、岩内港南西方沖に設置されたさけ定置網の型枠

内に入っての揚網作業終了後、型枠から出ようとして機関を前進にか

けて発進したところ、甲板上にコイルされていた本件ロープが繰り出

されて甲板員Ａの足に絡んだため、甲板員Ａが本件ロープに引かれて

落水したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え
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られる。 

 ・甲板上にコイルされたロープに足を入れないように注意するこ

と。 

 ・救命胴衣等を着用するように努めるとともに、適切な着用を心掛

けること。 

 ・機関を使用するときには、乗組員に注意を促すこと。 

 


